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通勤手当通勤手当通勤手当通勤手当のののの不正受給不正受給不正受給不正受給    

 

会社への通勤手段は人により様々です。電車通勤の方

やマイカー通勤の方、自転車や徒歩での方もおられるで

しょう。例えば、事前に電車で通勤すると届け出た者が、

会社に偽って自転車で通勤していました。そのことが判

明した場合、会社側は支給した通勤手当の返還を求める

ことはできるのでしょうか。 

◆通勤手当とは 

 通勤手当は通勤にかかる費用を、会社が現金または定

期券などの現物で社員に支給する制度です。本来通勤に

かかる費用は労働者が負担すべきものですが、社員の福

利厚生の一環として住所や通勤経路の届出を求めたう

えで、合理的な経路による費用を賃金の一部として支給

する会社が多くなっています。 

◆返還は 

 通勤手当は賃金なので、通勤に使ったかどうかにかか

わらず受け取ることができるとの見方もありますが、実

際にかかる費用を支給する仕組みなので、使っていない

ならば返還しなくてはならないとの見方が大勢です。 

 本来払わなくてもよい通勤手当を払うことになれば、

「会社に経済的損害を与えてはならない」という労働契

約上の信義則に違反します。また、自転車通勤なのにあ

たかも電車などを利用しているように装えば、通勤経路

の虚偽申告になります。 

◆返還の範囲と処分 

 今回のように会社が社員の不正な行為により過払い

となった賃金の返還請求をする場合は、民法上の不当利

得返還請求権に基づいて行うことになります。したがっ

て、労基法上では賃金の支払い請求権は２年（退職金５

年）で消滅しますが、民法上の時効に従うこととなり、

過去10年以内の不正受給分までさかのぼって返還請求

することができることになります。 

加えて懲戒処分として、賃金の減給処分をすること

が考えられますし、また、降格、出勤停止などの処

分をすることも考えられます。 

 

公益通報者保護法公益通報者保護法公益通報者保護法公益通報者保護法    

（（（（平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年４４４４月月月月１１１１日施行日施行日施行日施行））））    

    

この法律は公益通報をしたことを理由とする公

益通報者の解雇の無効等ならびに公益通報に関し

て、事業者および行政機関がとるべき措置を定め

ることにより、公益通報者の保護等を図ることを

目的としています。当法は施行後になされた公益

通報について適用されます。 

◆公益通報者の保護 

 ①解雇の無効…公益通報をしたことを理由とし

て事業者が行った解雇は無効です。 

 ②解雇以外の不利益取扱いの禁止… 

解雇以外にも、公益通報をしたことを理由とす

るその他の不利益取扱いも禁止されています。

※「その他の不利益取扱い」の例 

降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

差別、退職の強要、専ら雑務に従事させること、

退職金の減額・没収（退職者の場合） 

③労働者派遣契約の解除の無効等…派遣労働者が派

遣先で生じている法令違反行為を通報しても、そ

れを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であ

り、派遣労働者の交替を求めること等も禁止され

ています。 

◆通報は実名で 

法は実名での通報を前提に、通報者が不利益な取扱

いを受けないよう規定しています。匿名での通報につ

いては、通報者に連絡がつかないために十分な調査が

できず、通報者へのフィードバックも困難であること

から、実名の通報と同様の処理は行えなくなるからで

す。 

 

年金未加入防止対策年金未加入防止対策年金未加入防止対策年金未加入防止対策    

    

社会保険庁は、国民年金に加入していない人を減ら

すため、住民基本台帳ネットワークの情報を本格的に

活用する方針を進めています。これは、住基ネットの

氏名、生年月日等の個人情報を基に、毎年 34 歳の人

の年金加入状況を総点検し、未加入者に対して加入を

促すことを目的としています。なぜ「34 歳」を対象

としているのかというと、年金の最低加入期間である

25 年要件を満たすためです。年金を受給するには、

最低加入期間として 25 年が必要とされています。で

すから、加入期間がたとえば 24 年 11 カ月だった場

合、たった１カ月足りないだけなのですが、年金は 1

円も受給できないこととなっています。したがって、

60 歳に到達するまでに 25 年間の年金加入期間を満

たすには、35 歳がぎりぎりの年齢となるというわけ

です。そういった実情を請けて、今国会に提出される

社会保険庁改革関連法案に住基ネットの活用を盛り込

み、来年度から着手することとしているようです。 

◆これまでの対策 

政府はこれまでにも、若年層に対し「学生納付特例」

や｢若年者納付猶予制度｣等を設け、年金未納を減らす

ための措置を行ってきています。しかし、若年層の

納付率は低く、平成 16 年度の納付率が 63.6％で

あるのに対し、年齢階層別でみると、40 歳未満の

納付率はこれ以下となっており、20 歳台前半では

49.6％と、50％を切っているのが現状です。また、

全体の年金の納付率も決して高いとはいえません。

こういった状況にかんがみ、現在でも、経済的な理

由等で保険料を納めるのが困難な場合には、申請に

より保険料が全額免除または半額免除となる制度が

ありますが、平成 18 年 7 月からは新たに 1／4 免

除、3／4 免除の新しい割合も加えられます。 

◆厚生年金未加入事業所への対応 

 4 月から社会保険庁は、厚生年金と中小企業の会

社員らが加入することになっている政府管掌健康保

険に加入していない企業や個人を、強制的に加入さ

せる措置を強化する方針です。強制加入は、社会保

険庁の文書や個別訪問による加入の呼びかけに応じ

ない事業者に対して行われており、現在は従業員

20 人以上の事業所がその対象となっていますが、

これが 15 人以上の従業員がいる事業所等へと拡大

されます。具体的には、未加入の事業所に対して事

前に立入検査を行う日を通知し、従業員名簿の提出

を促し、職権で加入手続きを進めます。そして、も

し強制加入させた事業所が保険料の納付を拒否した

場合は、銀行口座などを差し押さえるなどの方法で

保険料を払わせるとしています。 

厚生年金と政管健保はすべての法人事業所と5人以

上の従業員がいる個人事業所に加入義務がありま

す。しかし、事業主が保険料の半額を負担すること

を嫌い、加入手続きを怠ったり、違法に脱退する事

業主が途絶えず今回の対応となったようです。 

 

～坂田からひとこと～ 

 そろそろ労働保険料の年度更新の書類が各都道

府県の労働局より届く時期です。処理方法等でご

不明なことがあるときは、ご遠慮なく坂田までお

問い合わせ下さい。 


